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○豊後高田市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱  

平成 17年４月 14日  

告示第 47号  

改正  平成 18年 12月４日告示第 121号  

平成 24年４月 26日告示第 54号  

平成 30年５月９日告示第 47号  

令和２年 12月 28日告示第 108号  

(目的 ) 

第１条  この事業は、介助を要する在宅の高齢者 (以下「在宅高齢者」

という。)又は在宅高齢者と同居する者が、住宅設備をその在宅高

齢者に適するように改造する場合、改造に要する経費を助成する

ことにより、寝たきり防止と介護負担の軽減を図り、もって高齢

者の福祉の増進に資することを目的とする。  

(助成対象者 ) 

第２条  事業の対象者は、市内に住所を有し、生計中心者の前年 (助

成金の交付申請を１月から６月までの間に行う場合は、前々年 )

の所得金額が 200万円未満の世帯で、かつ、次の各号のいずれかに

該当する在宅高齢者が属する世帯とする。  

(１ ) 介護保険の要介護認定において、要支援又は要介護と認定

されていること。  

(２ ) 満 75歳以上であって、在宅設備の改造の必要性が認められ

る身体状況であること。  

(３ ) おおむね 65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、在宅設備の

改造の必要性が認められる身体状況であること。  

２  前項第１号又は第３号に規定する在宅高齢者の年齢は、満 65歳

以上とする。ただし、在宅高齢者の介護を行う者が高齢又は虚弱

であるため介護が困難である場合等にあっては、在宅高齢者の年
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齢はおおむね 60歳以上とする。  

(助成区分 ) 

第３条  この事業の助成区分は、次に掲げるとおりとする。  

(１ ) 一般住宅改造助成  

(２ ) 自立支援小規模改造助成  

(助成対象工事 ) 

第４条  一般住宅改造助成の対象工事は、在宅高齢者が日常生活に

おいて直接利用する住宅 (公営住宅を除く。 )の設備を在宅高齢者

に適するように改造 (新築又は増築を除く。 )するもので、介護保

険の住宅改修の給付対象に準じるものとする。  

２  自立支援小規模改造助成の対象工事は、前項のうち、早期にお

ける自立支援・重度化防止に資する小規模な改造を対象とする。  

(助成の要件 ) 

第５条  助成の要件は、次に掲げるものとする。  

(１ ) 在宅高齢者の介護状態に応じて真に必要な改造であること。 

(２ ) 過去に一般住宅改造助成 (障害者施策を含む。 )の適用を受

けていないこと。ただし、自立支援小規模改造助成の適用を受

けた者については、再度、一般住宅改造助成の適用を受けるこ

とができるものとする。  

(３ ) 介護保険の住宅改修の給付対象となる改造がある場合には、

その給付を受けること。  

(４ ) 改造する箇所については、介護状態に応じて必要最小限の

工事費になるよう努めること。  

(助成金の交付申請 ) 

第６条  助成金の交付を受けようとする在宅高齢者又は在宅高齢者

と同居する者 (以下「申請者」という。 )は、次に掲げる書類を市

長に提出しなければならない。  
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(１ ) 在宅高齢者住宅改造助成金交付申請書 (様式第１号 ) 

(２ ) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図  

(３ ) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の承認書  

(調査 ) 

第７条  市長は、申請書を受理した場合、当該在宅高齢者の身体状

況、家庭環境及び工事内容等について実地に調査するものとする。 

(決定 (却下 )通知書 ) 

第８条  交付を行うことを決定した場合、又は申請の却下を決定し

た場合は、在宅高齢者住宅改造助成金交付決定 (却下 )通知書 (様式

第２号 )により当該申請者に通知するとともに、交付の決定を受け

た者 (以下「交付対象者」という。 )を在宅高齢者住宅改造助成事

業交付対象者登録台帳 (様式第３号 )に記載するものとする。  

(指導 ) 

第９条  交付を行うことを決定した場合には、交付対象者に対して

この事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、交付後も

その適切な管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期

するものとする。  

(負担割合 ) 

第 10条  改造のための助成基本額及び公費負担割合は、別表に掲げ

るとおりとする。ただし、 1,000円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。  

(完成届 ) 

第 11条  交付対象者は、工事が完了したときは、直ちに工事完成届

(様式第４号 )を市長に提出し、その確認を受けなければならない。 

(助成金の請求 ) 

第 12条  交付対象者は、工事が完了したときは、在宅高齢者住宅改

造助成金交付請求書 (様式第５号 )を市長に提出しなければならな
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い。  

(助成金の支払 ) 

第 13条  市長は、交付対象者から在宅高齢者住宅改造助成金交付請

求書の提出があった場合は、当該工事の完了を確認した後、助成

金を支払うものとする。  

附  則  

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則 (平成 18年 12月４日告示第 121号 ) 

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則 (平成 24年４月 26日告示第 54号 ) 

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則 (平成 30年５月９日告示第 47号 ) 

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則 (令和２年 12月 28日告示第 108号 ) 

この告示は、公示の日から施行する。  

別表 (第 10条関係 ) 

助成区分  一般住宅改造助成  自立支援小規模改造助成  

助成基本額  

(※１ ) 

60万円  

(※２ )(※３ ) 

30万円  

公費負担割合  (１ ) 生活保護法 (昭和 25年法律第 144号 )による被

保護世帯  10分の 10 

(２ ) (１ )に掲げる世帯以外の世帯  ３分の２  

備考  (※１ ) 

改造に要する額が一般住宅改造助成においては 60

万円、自立支援小規模改造助成においては 30万円

未満の場合には、その実費額を助成基本額とする。 

(※２ ) 
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介護保険の住宅改修費の支給対象となる場合は 40

万円  

(※３ ) 

自立支援小規模改造助成の適用を受けた場合  60

万円 ((※２ )に該当する場合は 40万円 )から自立支

援小規模改造助成の適用時の助成基本額を除いた

額  
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様式第１号 (第６条関係 ) 

様式第２号 (第８条関係 ) 

様式第３号 (第８条関係 ) 

様式第４号 (第 10条関係 ) 

様式第５号 (第 11条関係 ) 

 


